
 伊勢崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。 

  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１号 

伊勢崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例

第２９号）の一部を次のように改正する。 

第３条及び第４条第１項中「６月」を「１年」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。 

  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第２号 

伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例 

 伊勢崎市一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７年伊勢崎

市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

第８条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間に

おける勤務に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 



この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 伊勢崎市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第３号 

伊勢崎市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市証人等の実費弁償に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第４２号）

の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

伊勢崎市証人等の実費弁償等に関する条例 

第１条中「実費弁償」の次に「及び市の機関の依頼により公務の遂行を補助

するため講師、通訳等として旅行する職員以外の者の旅費」を加える。 

第２条中「証人等」を「者」に改め、同条第１号中「者」を「証人等」に改

め、同条第２号中「以外の者」を「以外の証人等」に改め、同条に次の１号を

加える。 

⑶ 職員以外の者で市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行

したもの 

第３条の見出し中「実費弁償」の次に「等」を加え、同条に次の１項を加え

る。 

２ 前条第３号に掲げる者には、旅費を支給することができる。 

第４条第１項中「第２条各号に掲げる者」を「証人等」に改め、同条第３項

中「前２項に定めるもののほか、」を「第２条第３号に掲げる者に支給する旅

費の種類及びその額並びに同条各号に掲げる者に支給する」に改める。 

附 則 

（施行期日） 



１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（伊勢崎市固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

２ 伊勢崎市固定資産評価審査委員会条例（平成１７年伊勢崎市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。 

第１３条中「伊勢崎市証人等の実費弁償に関する条例」を「伊勢崎市証人

等の実費弁償等に関する条例」に改める。 

 

 

 伊勢崎市学校給食センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第４号 

伊勢崎市学校給食センター条例の一部を改正する条例 

第１条 伊勢崎市学校給食センター条例（平成１７年伊勢崎市条例第９４号）

の一部を次のように改正する。 

第２条中「堀口町５００番地１」を「西小保方町６９２番地５」に改める。 

第３条の表伊勢崎市第一学校給食調理場の項の次に次のように加える。 

伊勢崎市第一東学校給食調理場 伊勢崎市西小保方町６９２番地５ 

伊勢崎市第一西学校給食調理場 伊勢崎市西小保方町６９２番地５ 

第２条 伊勢崎市学校給食センター条例の一部を次のように改正する。 

第３条の表伊勢崎市第一学校給食調理場の項、伊勢崎市赤堀学校給食調理

場の項及び伊勢崎市あずま学校給食調理場の項を削る。 

附 則 

この条例中第１条の規定は平成３１年４月１日から、第２条の規定は平成３

１年８月２７日から施行する。 

 

 

 



 伊勢崎市公民館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第５号 

伊勢崎市公民館条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市公民館条例（平成１７年伊勢崎市条例第９９号）の一部を次のよう

に改正する。 

別表第１伊勢崎市宮郷公民館の項中「田中島町１１６４番地」を「田中島町

１１０２番地」に改める。 

別表第２北公民館の部講義室の項中「講義室」を「講座室」に改め、同表宮

郷公民館の部を次のように改める。 

宮 郷

公 民

館 

第１研修室 ２１０円 ３１０円 ５３０円 １，０８０円 

第２研修室 ２１０円 ３１０円 ５３０円 １，０８０円 

第３研修室 ２１０円 ３１０円 ５３０円 １，０８０円 

大会議室 ２１０円 ３１０円 ５３０円 １，０８０円 

小会議室 ２１０円 ３１０円 ５３０円 １，０８０円 

第１和室 ２１０円 ３１０円 ５３０円 １，０８０円 

第２和室 ２１０円 ３１０円 ５３０円 １，０８０円 

料理実習室 ２１０円 ３１０円 ５３０円 １，０８０円 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 



 伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第６号 

伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市国民健康保険税条例（平成１７年伊勢崎市条例第２１８号）の一部

を次のように改正する。 

第２９条第１項各号列記以外の部分中「該当する者」の次に「（被保険者の

資格を取得した日の属する月以後２年を経過する月までの間に限る。）」を加え

る。 

附則に次の１項を加える。 

（平成３１年度以後の年度分の国民健康保険税の減免の特例） 

１８ 当分の間、平成３１年度以後の年度分の国民健康保険税（所得割額に限

る。）の減免に係る第２９条第１項の規定の適用については、同項中「該当

する者（被保険者の資格を取得した日の属する月以後２年を経過する月まで

の間に限る。）」とあるのは、「該当する者」とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の伊勢崎市国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 

 

 

 伊勢崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。 

  平成３１年３月２５日 



 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第７号 

伊勢崎市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成１７年伊勢崎市条例第１３

１号）の一部を次のように改正する。 

第１３条第１項第３号中「第１号のウ」を「第１号ウ」に、「前号のイ」を

「前号イ」に改める。 

第１４条を次のように改める。 

（連帯保証人及び利率） 

第１４条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を立てる

ことができる。 

２ 災害援護資金は、連帯保証人を立てる場合は無利子とし、連帯保証人を立

てない場合は据置期間中は無利子とし据置期間後はその利率を延滞の場合を

除き年１．５パーセントとする。 

３ 第１項の連帯保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務

を負担するものとし、その保証債務は、令第９条の違約金を包含するものと

する。 

第１５条第１項中「年賦償還」の次に「、半年賦償還又は月賦償還」を加え、

同条第３項中「、連帯保証人」を削り、「第１２条」を「第１１条」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の伊勢崎市災害弔慰金の支給等に関する条例第１４

条並びに第１５条第１項及び第３項の規定は、この条例の施行の日以後に生

じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けに

ついて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対す

る災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。 



 伊勢崎市ひとり親家庭等福祉手当条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第８号 

伊勢崎市ひとり親家庭等福祉手当条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市ひとり親家庭等福祉手当条例（平成１７年伊勢崎市条例第２２０号）

の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「とは」の次に「、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者で」を加え、「者」を

「もの」に改め、同条第２項中「ひとり親家庭」を「ひとり親家庭等」に、

「その児童を」を「その児童と同居（住民基本台帳上同一の世帯に記録されて

いることをいう。以下同じ。）し、」に改める。 

第３条第１項第１号中「（昭和４２年法律第８１号）」を削る。 

第７条第１項に次のただし書を加える。 

ただし、支給認定に係る児童について同一月内に新たに受給の申請をした

ときは、翌月から支給する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の伊勢崎市ひとり親家庭等福祉手当条例第２条第１ 

項及び第２項の規定は、この条例の施行の日以後に申請する者について適用

し、同日前に申請した者については、なお従前の例による。 

 

 

 伊勢崎市ひとり親家庭等小学校入学準備金条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。 



  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第９号 

伊勢崎市ひとり親家庭等小学校入学準備金条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市ひとり親家庭等小学校入学準備金条例（平成２８年伊勢崎市条例第

４８号）の一部を次のように改正する。 

第２条第３項中「その児童を」を「その児童と同居（住民基本台帳上同一の

世帯に記録されていることをいう。以下同じ。）し、」に改める。 

第５条第２項中「、準備金を支給することを決定した場合は、当該申請をし

た者に対し」を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 伊勢崎市交通遺児等福祉手当条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１０号 

伊勢崎市交通遺児等福祉手当条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市交通遺児等福祉手当条例（平成１７年伊勢崎市条例第２２１号）の

一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「本市に」を削り、「よる記録（以下「記録」という。）をさ

れた」を「基づき本市の住民基本台帳に記録されている」に改め、「（保護者の

住所が本市にある者の子弟で就学のため特別支援学校の寄宿生活のために転出

した者を含む。）」を削り、同項第１号中「交通事故」を「現に児童を監護して

いる父又は母（父母がない場合は、現に児童を養育している者）が、交通事故」



に、「保護者に保護されていた者」を「当該児童」に改め、同項第２号及び第

３号を次のように改める。 

⑵ 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定

により１級、２級又は３級の身体障害者手帳の交付を受けている者（複合

する障害により１級、２級又は３級に該当する障害と認められる者を含

む。） 

⑶ 群馬県療育手帳に関する規則（平成２７年群馬県規則第７４号）第４条

第２項の規定によりＡ又はＢ１の療育手帳の交付を受けている者 

第２条第１項に次の２号を加える。 

⑷ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）

第４５条第２項の規定により１級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受け

ている者 

⑸ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）

第３条の規定により現に支給されている特別児童扶養手当に係る障害児 

第２条第２項を次のように改める。 

２ この条例において「養育者」とは、次の各号のいずれかに該当する交通遺

児等と同居（住民基本台帳上同一の世帯に記録されていることをいう。以下

同じ。）して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、父母

及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号に規定

する里親以外のものをいう。 

⑴ 父母が死亡した交通遺児等 

⑵ 父又は母が監護しない交通遺児等 

第３条本文中「本市に」を「住民基本台帳法に基づき本市の住民基本台帳に」

に、「保護者」を「、交通遺児等と同居して、これを監護し、かつ、その生計

を維持している父若しくは母又は養育者」に改め、同条ただし書中「前条第１

項第２号及び第３号の規定に該当する交通遺児等のうち」を削り、「措置され

て」を「入所等して」に、「保護者」を「父若しくは母又は養育者」に改める。 

第４条中「保護者」を「者（以下「申請者」という。）」に改める。 

第５条第２項中「保護者」を「申請者」に改める。 

第７条第１項に次のただし書を加える。 



ただし、支給認定に係る交通遺児等について同一月内に新たに受給の申請

をしたときは、翌月から支給する。 

第１１条第４号中「母の再婚によりその配偶者と交通遺児等が同居した」を

「父若しくは母が婚姻関係（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同

様の事情にある場合を含む。）にある」に改める。 

第１４条中「保護者」を「申請者」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の伊勢崎市交通遺児等福祉手当条例第３条の規定は、

この条例の施行の日以後に申請する者について適用し、同日前に申請した者

については、なお従前の例による。 

（伊勢崎市交通遺児入学・卒業祝金条例の一部改正） 

３ 伊勢崎市交通遺児入学・卒業祝金条例（平成１７年伊勢崎市条例第２２２

号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４号中「第２条第２項に規定する保護者」を「第３条本文に規定

する父若しくは母又は養育者」に改める。 

 

 

 伊勢崎市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１１号 

伊勢崎市小口資金融資促進条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市小口資金融資促進条例（平成１７年伊勢崎市条例第２３１号）の一

部を次のように改正する。 

附則第４項中「平成３１年３月３１日」を「平成３２年３月３１日」に改め



る。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

 伊勢崎市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１２号 

伊勢崎市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例（平成２４年伊勢崎市条例第５７号）の一部を次のように

改正する。 

第３条第８号中「又は水道環境」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に行われた技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条

第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、

選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の第３条

第８号の適用については、同法第４条第１項の規定による第２次試験のうち

上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道

を選択したものとみなす。 

 

 



 伊勢崎市民病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。 

  平成３１年３月２５日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１３号 

伊勢崎市民病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 

 伊勢崎市民病院使用料及び手数料条例（平成１７年伊勢崎市条例第２０２号）

の一部を次のように改正する。 

別表第３中「１，０８０，０００円」を「１，１８８，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 

伊勢崎市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１４号 

伊勢崎市市税条例等の一部を改正する条例 

 （伊勢崎市市税条例の一部改正） 

第１条 伊勢崎市市税条例（平成１７年伊勢崎市条例第７５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第３４条の７第１項中「においては、法第３１４条の７第１項」を「には、

同項」に、「同項第１号に掲げる寄附金」を「同条第２項に規定する特例控

除対象寄附金」に改め、同条第２項中「第３１４条の７第２項」を「第３１

４条の７第１１項」に改める。 

  附則第７条の３の２第１項中「平成４３年度」を「平成４５年度」に、



「附則第５条の４の２第６項（同条第９項」を「附則第５条の４の２第５項

（同条第７項」に改め、同条第２項を削り、同条第３項中「第１項の規定の

適用が」を「前項の規定の適用が」に改め、同項を同条第２項とする。 

  附則第７条の４中「第３１４条の７第２項第２号」を「第３１４条の７第

１１項第２号」に改める。 

附則第９条の前の見出し中「寄附金控除額」を「寄附金税額控除」に改め、

同条第１項中「によって」を「により」に、「第３１４条の７第１項第１号

に掲げる寄附金」を「第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金」

に、「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」に、「地方団体の

長」を「都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長（次項及び第３項に

おいて「都道府県知事等」という。）」に改め、同条第２項及び第３項中「地

方団体の長」を「都道府県知事等」に改める。 

附則第９条の２中「地方団体に対する寄附金」を「特例控除対象寄附金」

に、「においては」を「には」に改める。 

附則第１０条の２第４項中「附則第１５条第３２項第１号イ」を「附則第

１５条第３３項第１号イ」に改め、同条第５項中「附則第１５条第３２項第

１号ロ」を「附則第１５条第３３項第１号ロ」に改め、同条第６項中「附則

第１５条第３２項第１号ハ」を「附則第１５条第３３項第１号ハ」に改め、

同条第７項中「附則第１５条第３２項第１号ニ」を「附則第１５条第３３項

第１号ニ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第３２項第１号ホ」を「附

則第１５条第３３項第１号ホ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第３２

項第２号イ」を「附則第１５条第３３項第２号イ」に改め、同条第１０項中

「附則第１５条第３２項第２号ロ」を「附則第１５条第３３項第２号ロ」に

改め、同条第１１項中「附則第１５条第３２項第３号イ」を「附則第１５条

第３３項第３号イ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第３２項第３号

ロ」を「附則第１５条第３３項第３号ロ」に改め、同条第１３項中「附則第

１５条第３２項第３号ハ」を「附則第１５条第３３項第３号ハ」に改め、同

条第１４項中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５条第４０項」に改め、

同条第１５項中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５条第４４項」に改

め、同条第１６項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第４５項」



に改め、同条第１７項中「附則第１５条第４６項」を「附則第１５条第４７

項」に改める。 

附則第１０条の３第６項中「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第

１９項」に改め、同条第７項第４号中「附則第１２条第２１項」を「附則第

１２条第２３項」に改め、同項第６号中「附則第１２条第２２項」を「附則

第１２条第２４項」に改め、同条第８項第５号及び第１０項第５号中「附則

第１２条第２９項」を「附則第１２条第３１項」に改め、同条第１１項中

「附則第１２条第１７項」を「附則第１２条第１９項」に改める。 

附則第１６条第１項中「法附則第３０条第１項」を「平成１８年３月３１

日までに初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の

指定（次項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受け

た法附則第３０条第１項」に、「当該軽自動車が初めて道路運送車両法第６

０条第１項後段の規定による車両番号の指定（以下この条において「初回車

両番号指定」という。）を受けた月から起算して１４年を経過した月の属す

る年度以後の年度分」を「平成３１年度分」に改め、同条第２項から第４項

までを削り、同条第５項中「附則第３０条第６項第１号及び第２号」を「附

則第３０条第２項第１号及び第２号」に、「第２項の表」を「次の表」に改

め、同項に次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 １，０００円

 ６，９００円  １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円

附則第１６条第５項を同条第２項とし、同条第６項中「附則第３０条第７

項第１号及び第２号」を「附則第３０条第３項第１号及び第２号」に改め、

「以上の軽自動車」の次に「（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるもの

に限る。以下この項及び次項において同じ。）」を加え、「第３項の表」を



「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 ２，０００円

６，９００円 ３，５００円

１０，８００円 ５，４００円

３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

附則第１６条第６項を同条第３項とし、同条第７項中「附則第３０条第８

項第１号及び第２号」を「附則第３０条第４項第１号及び第２号」に、「第

４項の表」を「次の表」に改め、同項に次の表を加える。 

第２号ア ３，９００円 ３，０００円

 ６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

附則第１６条第７項を同条第４項とする。 

附則第１６条の２第１項中「第７項」を「第４項」に改める。 

附則第２２条第４項中「仮換地等（」を「特定仮換地等（」に、「仮換地

等」」を「特定仮換地等」」に、「仮換地等納税義務者」を「特定仮換地等納

税義務者」に、「仮換地等の」を「特定仮換地等の」に、「仮換地等に」を

「特定仮換地等に」に改める。 

（伊勢崎市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 伊勢崎市市税条例等の一部を改正する条例（平成２９年伊勢崎市条例

第７号）の一部を次のように改正する。 

第２条のうち、伊勢崎市市税条例附則第１５条の６第２項の改正規定中

「については」の次に「、当分の間」を加え、同条例附則第１６条第１項の



改正規定中「初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による」を

「最初の法第４４４条第３項に規定する」を「平成１８年３月３１日までに

初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次

項から第４項までにおいて「初回車両番号指定」という。）を受けた法附則

第３０条第１項」を「法附則第３０条」に、「平成３１年度分」を「当該軽

自動車が最初の法第４４４条第３項に規定する車両番号の指定を受けた月か

ら起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１条中伊

勢崎市市税条例第３４条の７の改正規定並びに同条例附則第７条の４、第９

条及び第９条の２の改正規定並びに次条第２項から第４項までの規定は、平

成３１年６月１日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の伊勢崎市

市税条例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、

平成３１年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３０年度分

までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３４条の７並びに附則第７条の４及び第９条の２の規定は、平成

３２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３１年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第３４条の７第１項及び附則第９条の２の規定の適用については、

平成３２年度分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げる新条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第３４条の７第

１項 

特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は同条第１項

第１号に掲げる寄附金（平成３１年

６ 月 １ 日 前 に 支 出 し た も の に 限

る。） 

   



附則第９条の２ 特例控除対象寄附金 特例控除対象寄附金又は法第３１４

条の７第１項第１号に掲げる寄附金

（平成３１年６月１日前に支出した

ものに限る。） 

送付 送付又は伊勢崎市市税条例等の一

部を改正する条例（平成３１年伊

勢崎市条例第１４号）附則第２条

第４項の規定によりなお従前の例

によることとされる同条例第１条

の規定による改正前の伊勢崎市市

税条例附則第９条第３項の規定に

よる同条第１項に規定する申告特

例通知書の送付 

４ 新条例附則第９条第１項から第３項までの規定は、市民税の所得割の納税

義務者が前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に支出する地方税法等

の一部を改正する法律（平成３１年法律第２号。以下この項において「改正

法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第３１４条の７第２項に規定する特例控除対象寄附金について適用

し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に支出した改正法第１条の規定に

よる改正前の地方税法第３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金について

は、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は、平成３１年度以後の年度

分の固定資産税について適用し、平成３０年度分までの固定資産税について

は、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、平成３１年度分の軽自動

車税について適用し、平成３０年度分までの軽自動車税については、なお従

前の例による。 

 



伊勢崎市都市計画税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１５号 

伊勢崎市都市計画税条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市都市計画税条例（平成１７年伊勢崎市条例第７７号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第６項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３９項」を「附則第１５

条第４０項」に改める。 

附則第７項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４３項」を「附則第１５

条第４４項」に改める。 

附則第８項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５

条第４５項」に改める。 

附則第１９項中「第１７項、第１８項、第２０項から第２４項まで、第２６

項」を「第１８項、第１９項、第２１項から第２５項まで」に、「第３１項、

第３５項、第３９項、第４２項から第４４項まで若しくは第４７項」を「第２

８項、第３２項、第３６項、第４０項、第４３項から第４５項まで若しくは第

４８項から第５０項まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の伊勢崎市都市計画

税条例（以下「新条例」という。）の規定は、平成３１年度以後の年度分の

都市計画税について適用し、平成３０年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 

３ この条例の施行の日から所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措

置法（平成３０年法律第４９号）附則第１項ただし書に規定する規定の施行



の日の前日までの間における新条例附則第１９項の規定の適用については、

同項中「若しくは第４８項から第５０項まで」とあるのは「、第４８項若し

くは第４９項」とする。 

 

 

伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 

 

伊勢崎市条例第１６号 

   伊勢崎市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市国民健康保険税条例（平成１７年伊勢崎市条例第２１８号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「５８万円」を「６１万円」に改める。 

第２３条中「５８万円」を「６１万円」に改め、同条第２号中「２７万５，

０００円」を「２８万円」に改め、同条第３号中「５０万円」を「５１万円」

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の伊勢崎市国民健康保険税条例の規定は、平成３１年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 

 

伊勢崎市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成３１年３月２９日 

 

伊勢崎市長 五十嵐 清 隆 



 

伊勢崎市条例第１７号 

   伊勢崎市介護保険条例の一部を改正する条例 

伊勢崎市介護保険条例（平成１７年伊勢崎市条例第１１４号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第２項を次のように改める。 

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平

成３１年度及び平成３２年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、

２７，３００円とする。 

第３条に次の２項を加える。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

平成３１年度及び平成３２年度における保険料率は、同号の規定にかかわら

ず、４１，８００円とする。 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係る

平成３１年度及び平成３２年度における保険料率は、同号の規定にかかわら

ず、５２，７００円とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の伊勢崎市介護保険条例の規定は、平成３１年度以降の年度分の保

険料から適用し、平成３０年度以前の年度分の保険料については、なお従前

の例による。 


